
国の責任で青年の雇用確保を進めることを求める意見書 

 

若い世代の雇用と労働条件は、深刻さを増している。失業率が他の世代の２倍に

もなっているだけでなく、多くの若者が、法律も社会常識も無視した雇用形態と労

働条件で働いている。 

特に深刻になっているのが、派遣、パート、契約など、非正社員の急増で、大企

業でも派遣や業務請負で働く若者がふえ続け、24歳以下では２人に１人にまでなっ

ている。 

いつ仕事がなくなるかわからない不安とともに働きながら、その多くが月収10万

円などという低賃金で働かされている。 

一方で、異常な長時間労働がはびこり、「今の働き方が続けば病気になる」とい

う不安を４割の若手社員が持っていると言われている。 

若者の雇用問題は、若者自身の現在と未来にかかわる重大問題であると同時に、

日本の労働者全体にとっても、日本社会にとっても重大問題であり、これを打開す

るのは政治の責任である。 

よって、本市議会は、政府に対し、無法な解雇、雇いどめや、短期・反復雇用を

なくし、非人間的な長時間労働、違法のサービス残業を根絶し、非正社員の均等待

遇を実現して、社会保険への未加入をなくし、違法雇用契約をなくすなどの実効あ

る措置をとるとともに、若者の雇用と権利、労働条件を守るため青年雇用対策予算

を大幅に増額し、以下の施策を行うことを求めるものである。 

 

１ 政府の責任で、教育、福祉、医療、防災などの雇用を拡大し、中小企業などへ

の青年雇用助成金制度を拡充すること。 

２ 縦割り行政を改め、就職、職業訓練、解雇や嫌がらせ、労働条件など、若者の

雇用と労働条件に関するあらゆる問題の相談に応じられ、解決を図る「ワンスト

ップ」窓口を設置すること。 

３ 公的職業訓練の場の増設などを進め、フリーターにも職業訓練を保障するとと

もに訓練中の生活保障のために、有給の職業訓練制度や訓練貸し付け制度、生活

資金貸与、失業中や求職中の保育園入所など若者の経済的自立への援助を進める

こと。 

４ 若者向け公共・公営住宅の建設や家賃助成制度、生活資金貸与、失業中、求職

中の保育園入所など若者の経済的自立への援助を進めること。 

５ すべての働く若者に労働基準法や労働組合法など、労働者の権利と雇用主の義

務を知らせる「ポケット労働法」など必要な冊子を作成し配布するとともに、学

校教育の中で労働基本権についての学習ができるようにすること。 

６ 企業が若者の雇用状況の情報を公開する仕組みをつくること。 



 

上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成17年12月21日 

 

三鷹市議会議長 金 井 富 雄 

 


